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1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」等の一部改正に伴い，標準応答スペクトルに基づき策定した地

震動として，基準地震動ＳＳ－３２（以下「ＳＳ－３２」という。）を追加した。 

本資料では，ＳＳ－３２を追加した設置変更許可申請に当たり，令和 5 年 1

月 25 日付け原規規発第 2301252 号にて許可を受けた設置変更許可申請書（以

下「既許可申請書」という。）に対し，基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地震動  

Ｓｄ（以下「基準地震動等」という。）に関連する事項を網羅的に確認すること

で，ＳＳ－３２の追加に伴う設置変更許可申請書の申請内容が妥当であること

を説明する。 

また，既許可申請書に対し補足的に説明している審査資料についても，基準

地震動等により評価している記載を確認することで，設置変更許可申請書の

申請内容に影響がないことを確認する。 
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2. 確認方法 

既許可申請書について，基準地震動等に対する設計方針や評価結果の記載

の有無を確認するとともに，ＳＳ－３２の追加に伴う記載内容の変更要否を検

討する。 

併せて，既許可申請書に対する審査資料から基準地震動等により評価して

いる記載を抽出し，既許可申請書に記載の内容に影響を及ぼすかどうか確認

する。 

本検討フローを第 2－1 図に示す。 

 

【検討フロー詳細】 

① 既許可申請書を網羅的に確認し，基準地震動等に対する設計方針や評

価結果の記載の有無を抽出する。 

② 抽出した記載のうち，基準地震動等に対する評価結果については，  

ＳＳ－３２の追加に伴い，既許可申請書に記載の評価結果に影響する

か検討を行い，影響する場合は，設置変更許可申請書において評価を

実施の上，同申請書に反映する。 

③ 既許可申請書に記載の設計方針を決定するに当たり，基準地震動等に

対する評価結果に基づいていないか確認するため，既許可申請書の審

査資料に記載の基準地震動等に対する評価結果を網羅的に抽出する。

確認した審査資料を第 2－1 表に示す。 

ここで，第 2－2 表及び第 2－2 図に示すとおり，追加するＳＳ－３２

は，許可済みの基準地震動ＳＳ８波（以下「既許可ＳＳ」という。）と

比べて最大加速度に対しては包絡されている。また，応答スペクトル

に対して鉛直方向においては，既許可ＳＳに包絡されており，水平方

向においては，既許可ＳＳを上回っている周期帯があるものの，超過
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している割合は比較的小さい。具体的な加速度の超過割合としては，

解放基盤表面（減衰 5％）において，周期約 1～2 秒（以下「超過周

期」という。）で 25％未満である。基本的に既許可施設の大部分は，

短周期側（1 秒以下）に固有周期を有しており，一部の長周期側（超

過周期）に固有周期を有する施設についても，耐震評価では，水平・

鉛直方向の組合せで評価するため，ＳＳ－３２については水平方向で

既許可ＳＳを超えているものの，鉛直方向については，十分包絡して

いることを踏まえれば，設計及び工事計画への見通しを有する。 

よって，既許可申請書の審査資料において，基準地震動等に対する評

価結果が記載されているが，その評価結果が設計及び工事計画への見

通しを示すものであって，既認可の工事計画認可申請書又は補足説明

資料にて改めて評価結果を示している内容については，震源を特定せ

ず策定する地震動に係る設計及び工事計画認可申請書（以下「設工

認」という。）の手続きの中で評価結果を示すこととし，抽出の対象

外とする。 

なお，震源を特定せず策定する地震動に係る設工認においては，認可

実績のある評価手法を採用し，必要に応じて支持構造物の追設等の耐

震工事等を実施することで，設置変更許可申請書の設計方針に基づい

た申請を行う。 

また，ＳＳ－３２の追加が，評価結果や考察に影響を与えない内容に

ついても，その根拠を示した上で抽出の対象外とする。 

④ 基準地震動等に対する設計方針の記載について，③での確認結果を踏

まえ，記載変更の必要性について検討する。 
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第 2－2 表 基準地震動ＳＳの最大加速度の比較 

基準地震動ＳＳ 
最大加速度（cm／s2） 

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向 

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

ＳＳ－Ｄ１ 
応答スペクトル手法による

基準地震動 
870 560 

ＳＳ－１１ 

断層モデルを用いた手法に

よる基準地震動 

717 619 579 

ＳＳ－１２ 871 626 602 

ＳＳ－１３ 903 617 599 

ＳＳ－１４ 586 482 451 

ＳＳ－２１ 901 887 620 

ＳＳ－２２ 1009 874 736 

震源を特定せず策定する地震動 

ＳＳ－３１ 
留萌地震に保守性を考慮し

た基準地震動 
610 280 

ＳＳ－３２ 

（本申請） 

標準応答スペクトルに基づ

き策定した基準地震動 
829 499 
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第2－1図 ＳＳ－３２の追加に伴う既許可申請書への影響検討フロー 

  

既許可申請書の確認 

①既許可申請書に基準地震動

等に係る記載はあるか？ 

②ＳＳ－３２追加に伴い既許

可申請書に記載の評価結果

に影響するか？ 

変更対象外 変更内容を申請 

④ＳＳ－３２追加に伴い設計方

針等の申請書記載事項に変更

はあるか？ 

No 

Yes 

Yes 

③審査資料における基準地震動

等に係る評価※の抽出 

No 

Yes 

No 

※ その評価結果が設計及び工事計画への見通しを示すものであって，既認可の工事計画認可申請書又

は補足説明資料にて改めて評価結果を示しているもの，並びにＳＳ－３２の追加が評価結果や考察に

影響を与えないものは除く。 

 

確認を実施し， 

④の検討に考慮する。 

申請時に評価実施 
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水平方向 鉛直方向 

第 2－2 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトルの比較 
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3. 確認結果 

3.1 既許可申請書における基準地震動等に対する設計方針及び評価の抽出

結果 

既許可申請書を網羅的に確認し，基準地震動等に対する設計方針や評価

結果の記載を抽出した。（第 2－1 図①） 

抽出結果を第 3－1 表に示す。なお，添付書類八のうち，「1.9 発電用

原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」については，申請ごとの

設計方針を記載したものであり，申請により更新するものではないため，

確認を省略する。 

 

3.2 既許可申請書におけるＳＳ－３２追加に伴い影響する評価結果の抽出

結果 

3.1 項で抽出した記載のうち，基準地震動等に対する評価結果について

は，ＳＳ－３２追加に伴い，評価結果に影響するか検討を行った。（第 2－

1 図②） 

検討の結果，ＳＳ－３２追加に伴い評価結果に影響する項目として，第

3－1 表の橙色ハッチングで示した添付書類六の「1.地盤」に記載の基礎

地盤及び周辺斜面の安定性評価結果が抽出された。なお，「3.地震」に記

載の基準地震動ＳＳの策定結果についても変更となる。これらについて，

設置変更許可申請書に記載し，申請を行った。 

 

3.3 審査資料に記載の基準地震動等に対する評価結果の抽出結果 

既許可申請書に記載の設計方針を決定するに当たり，基準地震動等に対

する評価結果に基づいていないか確認するため，既許可申請書に対する審

13



 

12 

査資料に記載の基準地震動等に対する評価結果を網羅的に抽出した。（第

2－1 図③） 

抽出結果を第 3－2 表に示す。記載されている基準地震動等に対する評

価結果については，いずれも基準地震動等の追加が，その評価結果や考察

に影響を与えないか，若しくは設計及び工事計画への見通しを示すもので

あって，既認可の工事計画認可申請書又は補足説明資料にて改めて評価結

果を示している内容であることを確認したことから，既許可申請書に記載

の設計方針に影響を与えるものはないことを確認した。 

なお，既許可申請書に対する審査資料において，設計及び工事計画への

見通しを示した評価結果については，ＳＳ－３２追加に伴う設計及び工事

計画への見通しについても，同表にて考察を行い，見通しを得ている。 

 

3.4 設計方針等の変更の必要性の検討結果 

3.3 項にて，審査資料に記載の基準地震動等に対する評価結果は，既許

可申請書に影響を与えないことを確認したことから，3.1 項の抽出結果の

うち，設計方針について，基準地震動等の追加に伴い記載変更の必要性に

ついて検討した。（第 2－1 図④） 

検討結果を第 3－3 表に示す。記載のほとんどが，基準地震動等による

地震力で設計する方針の記載であり，ＳＳ－３２の追加を考慮した場合で

も「基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力で設計する」

という基本設計方針の変更はない。 

なお，添付書類五については，最新の技術者数等を更新し，添付書類十

一については，本申請における品質管理を記載する。 
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地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
年

超
過

確
率

を
記

載
。

 
参

考
８

 

４
．

 
社

会
環

境
 

－
 

 

５
．

 
気

象
 

－
 

 

６
．

 
津

波
 

－
 

 

７
．

 
火

山
 

－
 

 

８
．

 
竜

巻
 

－
 

 

９
．

 
生

物
 

－
 

 

添
付

書
類

七
 

変
更

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
又

は
そ

の
主

要
な

附
属

施
設

の
設

置
の

地
点

か
ら

二
十

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
地

域
を

含
む

縮
尺

二
十

万
分

の
一

の
地

図
及

び
五

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
地

域
を

含
む

縮
尺

五
万

分
の

一
の

地
図

 

－
 

 

添
付

書
類

八
 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

設
計

に
関

す
る

説
明

書
 

 

 

１
．

 

安
全

設
計

（
1
.9

 
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
申

請
に

係
る

安
全

設
計

の
方

針
を

除
く

）
 

・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
関

し
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

影
響

を
受

け
な

い
ル

ー
ト

確
保

の
設

計
方

針
を

記
載

。
 

参
考

９
 

・
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
構

成
す

る
設

備
の

設
置

に
お

け
る

地
盤

の
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
耐

震
設

計
の

方
針

を
記

載
。

 
参

考
１

０
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
各

施
設

の
耐

震
設

計
の

方
針

を
記

載
。

 

・
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
策

定
の

考
え

方
，

ス
ペ

ク
ト

ル
形

状
及

び
時

刻
歴

波
形

を
記

載
。

 
参

考
１

１
 

・
耐

津
波

設
計

に
お

い
て

，
遡

上
解

析
時

の
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

伴
う

地
盤

沈
下

の
考

慮
及

び
津

波
監

視
設

備
に

対
す

る
設

計
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
２

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
火

災
防

護
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
３

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
溢

水
防

護
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
４

 

２
．

 
プ

ラ
ン

ト
配

置
並

び
に

建
屋

，
構

築
物

の
概

要
 

－
 

 

：
本
文
又
は
添
付
書
類
の
項
目
の
み
の
内
容
で
あ
る
た
め
，
確
認
が
不
要
で
あ
る
も
の

 

：
Ｓ

Ｓ
－
３
２
追
加
に
伴
い
影
響
す
る
基
準
地
震
動
等
に
対
す
る
評
価
結
果
を
記
載

 

※
：

備
考

で
引

用
し

て
い

る
参

考
は

機
密

に
係

る
事

項
を

含
む

た
め

，
東

海
第

二
発

電
所

審
査

資
料

S
-2

-2
参

考
「

東
海

第
二

発
電

所
 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
に

伴
う

設
置

変
更

許
可

申
請

へ
の

影
響

に
つ

い
て

（
機

密
情

報
記

載
箇

所
抜

粋
）」

に
示

す
。
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17 

第
3
－

1
表

 
既

許
可

申
請

書
に

お
け

る
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
設

計
方

針
及

び
評

価
の

抽
出

結
果

（
５

／
５

）
 

既
許

可
申

請
書

 
基

準
地

震
動

等
に

関
す

る
記

載
概

要
（

記
載

が
あ

る
場

合
の

み
）

 
備

考
※
 

添 付 書 類  

３
．

 
原

子
炉

及
び

炉
心

 
－

 
 

４
．

 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

・
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

部
に

位
置

す
る

施
設

が
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
し

て
落

下
し

な
い

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
５

 

５
．

 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
・

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

対
す

る
主

蒸
気

隔
離

弁
漏

え
い

抑
制

系
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
６

 

６
．

 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

－
 

 

７
．

 
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

 
－

 
 

８
．

 
放

射
線

管
理

施
設

 
－

 
 

９
．

 
原

子
炉

格
納

施
設

 
－

 
 

１
０

．
 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附

属
施

設
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
目

）
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
７

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
浸

水
防

護
設

備
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
８

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
緊

急
時

対
策

所
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

１
９

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
通

信
連

絡
設

備
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

参
考

２
０

 

１
１

．
 

運
転

保
守

 
－

 
 

添
付

書
類

九
 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原

子
炉

施
設

の
放

射
線

の
管

理

に
関

す
る

説
明

書
 

－
 

 

添
付

書
類

十
 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原

子
炉

施
設

に
お

い
て

事
故

が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当

該
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
の

整

備
に

関
す

る
説

明
書

 

・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
関

し
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

影
響

を
受

け
な

い
ル

ー
ト

確
保

の
設

計
方

針
を

記
載

。
 

参
考

２
１

 

・
屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
保

管
場

所
に

つ
い

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

対
す

る
耐

震
設

計
の

方
針

を
記

載
。

 
参

考
２

２
 

添
付

書
類

十
一

 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原

子
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る

説
明

書
 

－
 

 

追
補

１
 

（
添

付
書

類
十

）
 

「
5
.
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な

技
術

的
能

力
」

の
追

補
 

・
自

主
対

策
設

備
に

対
し

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

対
す

る
耐

震
性

は
有

し
て

い
な

い
が

，
設

備
が

健
全

で
あ

れ
ば

使
用

す
る

旨
を

記
載

。
 

参
考

２
３

 

参
考

２
４

 

追
補

２
 

（
添

付
書

類
十

）
 

「
6
.
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
係

る
措

置
の

有
効

性
評

価

の
基

本
的

考
え

方
」

の
追

補
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

ス
ク

ラ
ム

信
号

の
発

信
に

よ
る

プ
ラ

ン
ト

停
止

を
踏

ま
え

て
，
有

効
性

評
価

の
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

等
の

選

定
を

行
っ

て
い

る
旨

を
記

載
。

 
参

考
２

５
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
年

超
過

確
率

を
記

載
。

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

用
い

た
フ

ラ
ジ

リ
テ

ィ
評

価
手

法
を

記
載

。
 

参
考

２
６

 

※
：

備
考

で
引

用
し

て
い

る
参

考
は

機
密

に
係

る
事

項
を

含
む

た
め

，
東

海
第

二
発

電
所

審
査

資
料

S
-2

-2
参

考
「

東
海

第
二

発
電

所
 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
に

伴
う

設
置

変
更

許
可

申
請

へ
の

影
響

に

つ
い

て
（

機
密

情
報

記
載

箇
所

抜
粋

）」
に

示
す

。
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18 

第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
１

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
4
条

 

地
震

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
原

子
炉

建
屋

の
地

震
応

答
解

析
モ

デ
ル

を
用

い
た

地
震

応
答

解
析

を
行

い
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
4

条
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

別
紙

－
2
 
原

子
炉

建
屋

の
地

震
応

答
解

析
モ

デ

ル
に

つ
い

て
）（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
原

子

炉
建

屋
の

地
震

応
答

解
析

モ
デ

ル
の

妥
当

性
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発

第
1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

V-
2
-2

-
1 

原
子

炉
建

屋
の

地
震

応
答

計
算

書
」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
 

原
子

炉
建

屋
の

水
平

方
向

の
固

有
周

期
は

，
周

期

0
.4

秒
付

近
で

あ
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期

（
1
～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は

な
い

と
判

断
で

き
る

。
 

・
炉

内
構

造
物

で
あ

る
ス

タ
ン

ド
パ

イ
プ

に
つ

い
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
及

び
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
を

用
い

た
極

限
解

析
の

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
4

条
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

別
紙

－
5 

機
器
・
配

管
系

に
お

け
る

手
法

の
変

更

点
に

つ
い

て
）（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
既

工

認
か

ら
評

価
手

法
を

変
更

し
た

こ
と

に
対

し
て

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発

第
1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

V
-2

-
3-

4
-3

-
3 

気
水

分
離

器
及

び
ス

タ
ン

ド
パ

イ
プ

の

耐
震

性
に

つ
い

て
の

計
算

書
」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
 

ス
タ

ン
ド

パ
イ

プ
の

水
平

方
向

の
固

有
周

期
は

，

周
期

0.
1
36

秒
付

近
で

あ
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1
～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

・
動

的
機

能
維

持
要

求
対

象
機

器
に

つ
い

て
，

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
4

条
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

別
紙

－
13

 
動

的
機

能
維

持
評

価
の

検
討

方
針

に

つ
い

て
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
動

的

機
能

維
持

要
求

対
象

機
器

の
暫

定
の

加
速

度
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発

第
1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

V-
2
 耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
」
の

中
で

動
的

機
能

維

持
要

求
対

象
機

器
に

つ
い

て
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
た

め
，

抽
出

対
象

外
。

 

動
的

機
能

維
持

が
要

求
さ

れ
る

機
器

の
固

有
周

期
は

，
機

器
に

よ
っ

て
異

な
る

が
，
剛

設
計

又
は

短
周

期
側

に
固

有
周

期
を

有
し

て
お

り
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1
～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

・
燃

料
被

覆
管

の
閉

じ
込

め
機

能
に

つ
い

て
，
基

準
適

合
性

の
見

通
し

確
認

の
た

め
，

応
力

評
価

と
疲

労
評

価
を

示
し

て
い

る
。

 

（
BF

-1
-
00

2 
東

海
第

二
発

電
所

 
地

震
時

に
お

け
る

燃
料

被
覆

管
の

閉
じ

込
め

機
能

の
維

持
に

つ
い

て
）（

平
成

31
年

3
月

20
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
燃

料

被
覆

管
の

耐
震

性
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

令
和

元

年
9
月

27
日

付
原

規
規

発
第

19
09

2
73

号
に

て
認

可
さ

れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

V
-2

-
13

 
地

震
時

の
燃

料
被

覆
管

の
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
に

係
る

耐
震

計
算

書
」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出
対

象
外

。 

燃
料

集
合

体
の

水
平

方
向

の
固

有
周

期
は

，
周

期

0
.1

9
6

秒
付

近
で

あ
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1～
2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

第
5
条

 

津
波

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
地

震
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地

形
の

変
化

を
確

認
す

る
た

め
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
－

Ｄ
１

を
用

い
て

，
沈

下
量

算
定

評
価

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

４
 

敷
地

内
の

遡
上

経
路

の
沈

下
策

定
評

価
に

つ
い

て
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
沈

下

量
の

算
定

評
価

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
，

改
め

て
平

成
30

年
10

月
18

日
付

原
規

規
発

第
18

10
18

1
号

に
て

認
可

さ

れ
た

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

「
補

足
6
0
【

津
波

へ
の

配

慮
及

び
水

密
扉

の
計

算
書

に
関

す
る

説
明

書
】
」

の
中

で
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
た

め
，

抽
出

対
象

外
。

 

沈
下

量
評

価
に

お
け

る
代

表
波

と
し

て
は

，
最

大

加
速

度
が

大
き

く
，
液

状
化

の
影

響
に

寄
与

す
る

継
続

時
間

が
長

い
Ｓ

Ｓ
－

Ｄ
１

を
選

定
し

た
上

で

更
に

保
守

的
な

沈
下

量
を

設
定

し
て

い
る

。
Ｓ

Ｓ

－
３

２
は

Ｓ
Ｓ
－

Ｄ
１

に
比

べ
最

大
加

速
度

が
小

さ
く

継
続

時
間

が
短

い
た

め
，
耐

震
評

価
へ

の
影

響
は

な
い

と
判

断
で

き
る

。
 

 
 

20



 

 

19 

第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
２

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
5
条

 

津
波

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
に

よ
る

貯
留

堰
か

ら
の

溢
水

量
の

算
定

の
た

め
，
余

震（
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

）
を

用
い

て
，

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

１
２

 
貯

留
堰

設
置

位
置

及
び

天
端

高
さ

の
決

定
の

考
え

方
に

つ
い

て
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

余
震

荷
重

で
あ

る
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
用

い
て

評
価

を
行

っ
て

お
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

が
追

加
さ

れ
た

と
し

て
も

，
余

震
荷

重

の
選

定
の

考
え

方
は

変
わ

ら
な

い
た

め
，
抽

出
対

象
外

。（
添

付
資

料
－

１
）

 

－
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
及

び
基

準
津

波
に

よ
り

損
傷

し
た

防
波

堤
が

漂
流

物
化

し
た

場
合

の
波

及
的

影
響

確
認

の
た

め
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

耐
震

性

の
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

１
８

 
地

震
後

の
防

波
堤

の
津

波
に

よ
る

影
響

評
価

に
つ

い
て

）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
残

留

変
位

量
の

算
定

評
価

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発
第

18
10

18
1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

補
足

6
0
【

津
波

へ
の

配
慮

及
び

水
密

扉
の

計
算

書
に

関
す

る
説

明
書

】
」

の
中

で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
 

全
て

漂
流

物
化

す
る

前
提

で
評

価
を

行
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

抽
出

対
象

外
で

あ
る

。
 

 
な

お
，
物

揚
岸

壁
に
つ

い
て

は
，
内

部
の

砂
が

流
出

し
な

い
よ

う
地

盤
改

良
に

よ
る

対
策

工
事

を
実

施
し

て
い

る
。
ま

た
，
20

22
年

6
月

10
日

の
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
概

ね
妥

当
を

取
得

し
て

以
降

，

地
震

応
答

解
析

を
実

施
し

，
見

通
し

を
得

て
い

る

た
め

，
Ｓ

s
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ

の
影

響
は

な
い

と
判

断
で

き
る

。
 

・
鋼

管
杭

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
潮

壁
の

設
計

方
針

に
お

い
て

，
基

準
地

震

動
Ｓ

Ｓ
全

波
に

よ
る

引
上

げ
解

析
を

行
い

，
そ

の
解

析
結

果
を

基
に

構
造
物

へ
の

影
響

が
大

き
い

地
震

動
に

よ
る

防
潮

壁
の

耐
震

性
の

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

２
４

 
鋼

管
杭

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
潮

壁
の

設
計

方
針

に
つ

い
て

）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
基

準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

防
潮

壁
へ

の
評

価
結

果
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発

第
1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

V-
2
-2

-
37

 
防

潮
堤

（
鋼

管
杭

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防

潮
壁

）
の

耐
震

性
に

つ
い

て
の

計
算

書
」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
 

2
02

2
年

6
月

10
日

の
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
概

ね
妥

当

を
取

得
し

て
以

降
，
地

震
応

答
解

析
を

実
施

し
て

い
る

。
 

左
記

の
既

工
認

で
の

評
価

項
目

に
お

い
て

，
評

価

基
準

値
以

下
で

あ
る

見
通

し
を

得
て

い
る

た
め

，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

・
防

潮
扉

開
閉

装
置

の
設

計
に

伴
う

加
振

試
験

の
入

力
条

件
と

し
て

，
基

準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
を

用
い

て
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

２
５

 
防

潮
扉

の
設

計
と

運
用

に
つ

い
て

）（
平

成
30

年
9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
加

振

試
験

の
入

力
条

件
と

し
て

,
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

用
い

た
評

価
結

果
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

1
8
日

付
原

規
規

発
第

1
81

01
81

号
に

て
認

可
さ

れ
た

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

「
V
-2

-
10

-
2-

2
-2

 
防

潮
扉

の
耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た

め
，

抽
出

対
象

外
。

 

防
潮

扉
開

閉
装

置
の

固
有

周
期

は
，
剛
（

0
.0

5
秒

以
下

）
で

あ
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，
加

振
試

験
波

に
包

絡
さ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

，
Ｓ

Ｓ

－
３

２
追

加
に

対
す

る
耐

震
評

価
へ

の
影

響
は

な
い

と
判

断
で

き
る

。
 

・
余

震
荷

重
の

設
定

と
し

て
，

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ
－

Ｄ
１

を
用

い
る

こ
と

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

２
８

 
耐

津
波

設
計

に
お

け
る

余
震

荷
重

と
津

波
荷

重
の

組
合

せ
に

つ
い

て
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

余
震

荷
重

に
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
用

い
る

こ
と

を
示

し
て

お
り

，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

が
追

加
さ

れ
た

と
し

て
も

，
余

震
荷

重
の

選
定

の
考

え
方

は
変

わ
ら

な
い

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
（

添
付

資

料
－

１
）

 
－
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20 

第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
３

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
5
条

 

津
波

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
放

水
路

ゲ
ー

ト
開

閉
装

置
の

設
計

に
伴

う
加

振
試

験
の

入
力

条
件

と
し

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
を

用
い

て
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

３
０

 
放

水
路

ゲ
ー

ト
の

設
計

と

運
用

に
つ

い
て

）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
加

振

試
験

の
入

力
条

件
と

し
て

,
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

用
い

た
評

価
結

果
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

1
8
日

付
原

規
規

発
第

1
81

01
81

号
に

て
認

可
さ

れ
た

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

「
V
-2

-
10

-
2-

3
 
放

水
路

ゲ
ー

ト
の

耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い

る
た

め
，

抽
出

対
象

外
。

 

放
水

路
ゲ

ー
ト

開
閉

装
置

の
固

有
周

期
は

，
剛

（
0.

05
秒

以
下

）
で

あ
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過

周
期

（
1
～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，
加

振
試

験
波

に
包

絡
さ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ

の
影

響
は

な
い

と
判

断
で

き
る

。
 

・
貯

留
堰

本
体

と
貯

留
堰

取
付

護
岸

の
止

水
ジ

ョ
イ

ン
ト

鋼
材

及
び

鋼
管

矢

板
継

手
の

根
入

れ
長

の
設

定
の

た
め

，
地

震
に

よ
り

生
じ

る
地

盤
の

沈
下

の
考

慮
と

し
て

，
残

留
沈

下
量

Ｓ
1
を

Ｓ
Ｓ
－

Ｄ
１

++
を

用
い

て
評

価
結

果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
5

条
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

添
付

資
料

３
２

 
貯

留
堰

の
構

造
及

び
仕

様
に

つ
い

て
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
残

留

沈
下

量
の

算
定

評
価

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発
第

18
10

18
1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

補
足

6
0
【

津
波

へ
の

配
慮

及
び

水
密

扉
の

計
算

書
に

関
す

る
説

明
書

】
」

の
中

で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
 

2
02

2
年

6
月

10
日

の
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
概

ね
妥

当

を
取

得
し

て
以

降
，

地
震

応
答

解
析

を
実

施
し

，

見
通

し
を

得
て

い
る

た
め

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に

対
す

る
残

留
沈

下
量

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

な
お

，
既

工
認

の
評

価
の

時
点

で
，
根

入
れ

長
に

は
十

分
な

余
裕

を
見

込
ん

だ
設

計
を

し
て

い
る

。
 

第
6
条

 

外
部

か
ら

の
衝

撃

に
よ

る
損

傷
の

防

止
 

・
斜

面
に

設
定

し
て

い
る

防
火

帯
の

地
盤

安
定

性
に

つ
い

て
，
基

準
地

震
動

を
想

定
し

た
地

盤
安

定
性

評
価

を
実

施
し

て
お

り
，
崩

落
し

な
い

こ
と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
6

条
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

 
別

添
資

料
１

 
外

部
火

災
影

響
評

価
に

つ
い

て
）（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

斜
面

に
設

定
し

て
い

る
防

火
帯

は
，
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

に
対

す
る

周
辺

斜
面

の
安

定
性

評
価

と
同

様
で

あ
り

，

設
置

変
更

許
可

申
請

書
添

付
書

類
六

に
Ｓ

Ｓ
－

３
２

に
対

す
る

評
価

を
踏

ま
え

て
安

定
性

に
問

題
な

い
こ

と
を

記
載

し
申

請
し

て
お

り
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
考

察
に

影

響
を

与
え

な
い

た
め

，
抽

出
対

象
外

。
 

－
 

第
8
条

 

火
災

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
防

火
シ

ー
ト

の
基

本
性

能
と

し
て

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

お
い

て
，
防

火
シ

ー
ト

を
固

定
し

て
い

る
結

束
ベ

ル
ト

及
び

ス
ト

ッ
パ

が
外

れ
な

い
こ

と

を
加

振
試

験
の

評
価

結
果

を
示

す
こ

と
で

確
認

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
8

条
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

別
添

資
料

－
４

 
東

海
第

二
発

電
所

 
非

難
燃

ケ
ー

ブ
ル

の
対

応
に

つ
い

て
）（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
加

振

試
験

の
評

価
結

果
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

，
改

め
て

平
成

30
年

10
月

18
日

付
原

規
規

発
第

18
10

18
1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
「

補
足

30
0【

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
補

足
説

明
資

料
火

災
防

護
に

つ
い

て
】
」

の
中

で
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
た

め
，

抽
出

対
象

外
。

 

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

固
有

周
期

は
，
剛
（

0
.0

5
秒

以
下

）
で

あ
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，
加

振
試

験
条

件
に

包
絡

さ
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
，

 

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

第
9
条

 

溢
水

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
地

震
起

因
に

よ
る

溢
水

に
対

し
て

，
耐

震
Ｂ

，
Ｃ

ク
ラ

ス
機

器
（

ポ
ン

プ
，

容
器

等
）

の
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
耐

震
性

を
確

保

す
る

設
計

と
し

，
溢

水
源

か
ら

除
外

す
る

こ
と

に
よ

り
溢

水
量

を
低

減
す

る
設

計
方

針
及

び
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
9

条
溢

水
に

よ
る

損
傷

の
防

止
等

 
別

添
資

料
１

 
東

海
第

二
発

電
所

 
内

部
溢

水
の

影
響

評
価

に
つ

い
て

）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
耐

震

Ｂ
，
Ｃ

ク
ラ

ス
機

器
の

耐
震

評
価

結
果

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
，

改
め

て
平

成
3
0

年
10

月
18

日
付

原
規

規
発

第

1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の

「
V-

2-
別

添
2 

溢
水

防
護

に
係

る
施

設
の

耐
震

性
に

関
す

る
説

明
書

」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，
抽

出

対
象

外
。

 

耐
震

Ｂ
，
Ｃ

ク
ラ

ス
機
器

の
固

有
周

期
は

，
機

器

に
よ

っ
て

異
な

る
が

，
剛

設
計

又
は

短
周

期
側

に

固
有

周
期

を
有

し
て

お
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過

周
期

（
1
～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

耐
震

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

 
 

22



 

 

21 

第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
４

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
9
条

 

溢
水

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

・
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

地
震

よ
る

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

の
溢

水
量

の
評

価
結

果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
9

条
溢

水
に

よ
る

損
傷

の
防

止
等

 
別

添
資

料
１

 
東

海
第

二
発

電
所

 
内

部
溢

水
の

影
響

評
価

に
つ

い
て

）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
地

震

に
よ

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
の

溢
水

量
の

評
価

結
果

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
，

改
め

て
平

成
30

年
10

月
18

日
付

原
規

規

発
第

1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請

書
の

「
V
-1

-
1-

8
-3

 
溢

水
評

価
条

件
の

設
定

2
.3

 
地

震
起

因
に

よ
る

溢
水

」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，

抽
出

対
象

外
。

 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
に

お
け

る
固

有
周

期
は

，
周

期
3.

9
秒

付
近

で
あ

り
，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（
1
～

2
秒

）
と

一
致

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
と

判
断

で
き

る
。

 

・
施

設
定

期
検

査
期

間
中

の
影

響
を

想
定

し
，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
，
原

子

炉
ウ

ェ
ル

及
び

ド
ラ

イ
ヤ

セ
パ

レ
ー

タ
プ

ー
ル

の
地

震
よ

る
ス

ロ
ッ

シ

ン
グ

の
溢

水
量

の
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

（
PD

-C
-
1 

東
海

第
二

発
電

所
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
9

条
溢

水
に

よ
る

損
傷

の
防

止
等

 
別

添
資

料
１

 
東

海
第

二
発

電
所

 
内

部
溢

水
の

影
響

評
価

に
つ

い
て

）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

左
記

資
料

は
，
工

事
計

画
へ

の
見

通
し

を
得

る
た

め
，
地

震

に
よ

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
の

溢
水

量
の

評
価

結
果

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
，

改
め

て
平

成
30

年
10

月
18

日
付

原
規

規

発
第

1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請

書
の

「
V
-1

-
1-

8
-3

 
溢

水
評

価
条

件
の

設
定

2
.3

 
地

震
起

因
に

よ
る

溢
水

」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

た
め

，

抽
出

対
象

外
。

 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
評

価
で

溢
水

量
が

最
大

と
な

る
Ｓ

Ｓ
－

１
３

を
代

表
で

評

価
し

て
い

る
。
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

に
お

け
る

固
有

周
期

は
，
周

期
3.

9
秒

付
近

で
あ

り
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1～
2
秒

）

と
一

致
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追

加
に

対
す

る
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
評

価
へ

の
影

響
は

な
い

と
判

断
で

き
る

。
 

第
39

条
 

地
震

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

      

×
 

 
 

第
40

条
 

津
波

に
よ

る
損

傷

の
防

止
 

 

×
 

 

 

第
42

条
 

特
定

重
大

事
故

等

対
処

施
設

 

 

×
 

 
 

 
 

本
箇

所
の

記
載

内
容

は
機

密
に

係
る

事
項

を
含

む
た

め
，
東

海
第

二
発

電

所
審

査
資

料
S-

2
-2

参
考

「
東

海
第

二
発

電
所

 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
に

伴
う

設
置

変
更

許
可

申
請

へ
の

影
響

に
つ

い

て
（

機
密

情
報

記
載

箇
所

抜
粋

）
」

に
示

す
。

 

本
箇

所
の

記
載

内
容

は
機

密
に

係
る

事
項

を
含

む
た

め
，
東

海
第

二
発

電
所

審
査

資
料

S-
2-

2
参

考
「

東
海

第
二

発
電

所
 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
に

伴
う

設
置

変
更

許
可

申
請

へ
の

影
響

に
つ

い
て

（
機

密
情

報
記

載
箇

所
抜

粋
）
」

に
示

す
。
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第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
５

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

設
置

許
可

基
準

規
則

 

第
42

条
 

特
定

重
大

事
故

等

対
処

施
設

 

        

×
 

 
 

第
43

条
 

重
大

事
故

等
対

処

設
備
 

別
添

資
料

－
１

 

敷
地

に
遡

上
す

る

津
波

に
対

す
る

津

波
防

護
方

針
 

・
敷

地
に

遡
上

す
る

津
波

に
対

す
る

余
震

荷
重

（
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ

－
Ｄ

１
）

を
用

い
た

鋼
製

防
護

壁
，

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
潮

壁
及

び
鋼

管
杭

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
潮

壁
の

耐
力

の
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

（
SA

設
-C

-1
 
東

海
第

二
発

電
所

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

 
43

条
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
別

添
資

料
－

１
 

敷
地

に
遡

上
す

る
津

波
に

対
す

る
津

波
防

護
方

針
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

余
震

荷
重

で
あ

る
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
用

い
て

評
価

を
行

っ
て

お
り

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

が
追

加
さ

れ
た

と
し

て
も

，
余

震
荷

重

の
選

定
の

考
え

方
は

変
わ

ら
な

い
た

め
，
抽

出
対

象
外

。（
添

付
資

料
－

１
）

 
－

 

 

 
 

本
箇

所
の

記
載

内
容

は
機

密
に

係
る

事
項

を
含

む
た

め
，

東
海

第
二

発
電

所
審

査
資

料
S
-2

-2
参

考
「

東
海

第
二

発
電

所
 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の

規
制

へ
の

取
り

入
れ

に
伴

う
設

置
変

更
許

可
申

請
へ

の
影

響
に

つ
い

て

（
機

密
情

報
記

載
箇

所
抜

粋
）」

に
示

す
。

 

本
箇

所
の

記
載

内
容

は
機

密
に

係
る

事
項

を
含

む
た

め
，
東

海
第

二
発

電
所

審
査

資
料

S-
2-

2
参

考
「

東
海

第

二
発

電
所

 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
に

伴
う

設
置

変
更

許
可

申
請

へ
の

影
響

に
つ

い
て

（
機

密
情

報
記

載
箇

所
抜

粋
）」

に
示

す
。
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第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
６

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

原
子

炉
等

規
制

法
 

第
43

条
の

3
の

6

第
1
項

第
3
号

 

重
大

事
故

の
発

生

及
び

拡
大

の
防

止

に
必

要
な

措
置

を

実
施

す
る

た
め

に

必
要

な
技

術
的

能

力
 

 1
.0
 

重
大

事
故

等
対

策

に
お

け
る

共
通

事

項
 

保
管

場
所

の
設

定
，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
及

び
各

作
業

の
成

立
性

に
お

い
て

，
以

下
の

施
設

に
つ

い
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
耐

震
性

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

。
 

(
1)

周
辺

構
造

物
の

倒
壊

 

(
2)

周
辺

タ
ン

ク
等

の
破

損
 

(
3)

周
辺

斜
面

の
崩

壊
 

(
4)

敷
地

地
下

斜
面

の
す

べ
り

 

(
5)

液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

に
よ

る
不

等
沈

下
・

傾
斜

，
液

状
化

に
伴

う

浮
き

上
が

り
 

(
6)

地
盤

支
持

力
の

不
足

 

(
7)

地
中

埋
設

構
造

物
の

損
傷

 

こ
の

う
ち

，
以

下
の

評
価

に
つ

い
て

は
，
設

置
許

可
段

階
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

【
周

辺
構

造
物

の
倒

壊
及

び
周

辺
タ

ン
ク

等
の

破
損

】
 

・
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
地

震
随

伴
火

災
の

観
点

か
ら

，
耐

震
Ｓ

ク
ラ

ス

又
は

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

て
耐

震
性

が
確

認
さ

れ
て

い
な

い
機

器
に

つ
い

て
，

耐
震

裕
度

を
確

認
し

，
火

災
源

と
な

ら
な

い
こ

と
を

示
し

て
い

る
。
 

【
周

辺
斜

面
の

崩
壊

】
 

・
保

管
場

所
の

周
辺

斜
面

，
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
周

辺
斜

面
及

び
道

路

面
に

お
い

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

対
し

て
耐

性
の

あ
る

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
の

西
側

斜
面

と
地

質
・
斜

面
形

状
を

比
較

し
て

影
響

評
価

結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

【
液

状
化

及
び

揺
す

り
込

み
に

よ
る

不
等

沈
下

】
 

・
液

状
化

を
含

め
た

地
震

時
の

地
盤

の
変

形
に

対
し

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ

を
用

い
て

有
効

応
力

解
析

に
よ

る
残

留
変

位
を

算
出

し
，
評

価
結

果
を
示

し
て

い
る

。
 

・
地

震
時

の
地

下
水

位
以

浅
の

不
飽

和
地

盤
の

揺
す

り
込

み
沈

下
量

を
算

出

し
，

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

【
地

盤
支

持
力

の
不

足
】

 

・
可

搬
型

設
備

の
保

管
場

所
の

地
盤

支
持

力
に

つ
い

て
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

用
い

た
評

価
結

果
を

示
し

て
い

る
。

 

そ
の

他
の

評
価

に
つ

い
て

は
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る

設
計

方
針

を
述

べ
る

に
留

ま
っ

て
い

る
。
（

S
A

技
-
C-

1 
東

海
第

二
発

電
所

 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

に
係

る
審

査
基

準
」

へ
の

適
合

状
況

に
つ

い
て

 
1.

0 
重

大
事

故
等

対

策
に

お
け

る
共

通
事

項
）
（

平
成

30
年

9
月

18
日

）
 

×
 

周
辺

斜
面

に
つ

い
て

は
，
設

置
変

更
許

可
申

請
書

添
付

書
類

六
に

Ｓ
Ｓ
－

３
２

を
踏

ま
え

て
も

安
定

性
に

問
題

な
い

こ

と
を

記
載

し
申

請
し

て
お

り
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地

震
力

に
対

す
る

考
察

に
影

響
を

与
え

な
い

。
 

ま
た

，
そ

の
他

の
評

価
に

つ
い

て
は

，
右

記
に

示
す

と
お

り
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
設

計
及

び
工

事
計

画
へ

の
見

通

し
を

十
分

有
し

て
い

る
た

め
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地

震
力

に
対

す
る

考
察

に
影

響
を

与
え

な
い

。
 

な
お

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
耐

性
に

つ
い

て
は

，
平

成
3
0

年
10

月
18

日
付

原
規

規
発

第

1
81

0
18

1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の

「
Ⅴ

-1
-
1-

6
-
別

添
１

 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

及
び

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
」
の

中
で

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

各
施

設
の

設
計

及
び

工
事

計
画

に
対

す
る

見
通

し
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 【
周

辺
構

造
物

の
倒

壊
及

び
周

辺
タ

ン
ク

等
の

破
損

】
 

評
価

対
象

の
ポ

ン
プ

類
は

，
剛
（

0.
05

秒
以

下
）

で
あ

り
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

の
超

過
周

期
（

1～
2
秒

）

と
一

致
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追

加
に

対
す

る
耐

震
評

価
へ

の
影

響
は

な
い

と
判

断
で

き
る

こ
と

か
ら

，
設

計
及

び
工

事
計

画
へ

の

見
通

し
を

有
す

る
。

 

【
周

辺
斜

面
の

崩
壊

】
 

評
価

斜
面

は
，
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
添

付
書

類
六

で
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
し

て
安

定
性

を
確

認
し

て
い

る
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

の
西

側
斜

面
と

比
較

し
て

い
る

た
め

，
本

申
請

に
お

い

て
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

に
対

す
る

安
定

性
は

確
認

で
き

て
お

り
，
評

価
結

果
に

影
響

を
与

え
な

い
こ

と
か

ら
，

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
を

有
す

る
。

 

【
液

状
化

及
び

揺
す

り
込

み
に

よ
る

不
等

沈
下

】
 

緊
急

車
両

が
徐

行
に

よ
り

登
坂

可
能

な
勾

配

1
2％

の
目

安
値

に
対

し
て

，
既

許
可

Ｓ
Ｓ
評

価
結

果
は

1
.3

％
程

度
の

勾
配

と
な

り
十

分
裕

度
を

有

し
て

い
る

こ
と

か
ら

，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す

る
沈

下
量

評
価

へ
の

影
響

は
な

い
見

通
し

を
有

す
る

。
 

【
地

盤
支

持
力

の
不

足
】

 

地
盤

支
持

力
の

評
価

基
準

値
40

0
kN

／
m2
に

対
し

て
，
既

許
可

Ｓ
Ｓ
の

評
価

結
果

は
1
0％

程
度

の
地

震
時

設
置

圧
で

あ
り

，
十

分
な

裕
度

を
有

し
て

い

る
こ

と
か

ら
，

Ｓ
Ｓ
－

３
２

追
加

に
対

す
る

沈
下

量
評

価
へ

の
影

響
は

な
い

見
通

し
を

有
す

る
。
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第
3
－

2
表

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
の

抽
出

結
果

（
７

／
７

）
 

関
係

条
文

 
審

査
資

料
に

記
載

の
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
評

価
概

要
 

抽
出

対
象

左
記

判
断

理
由

 
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

う
 

設
計

及
び

工
事

計
画

へ
の

見
通

し
 

原
子

炉
等

規
制

法
 

1
.5
 

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す

る
た

め
の

手
順

等
 

・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

の
ス

ク
ラ

バ
容

器
に

つ
い

て
，
地

震
時

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
に

よ
る

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
補

足
-
27

0
-3

補
足

18
 

原
子

炉
格

納
施

設
の

設
計

条
件

に
関

す
る

説
明

書
に

係
る

補
足

説
明

資
料

（
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
つ

い
て

））
 

×
 

左
記

資
料

は
，
特

重
施

設
と

の
兼

用
化

前
の

評
価

結
果

で
あ

る
た

め
，

抽
出

対
象

外
。

 
－

 

1
.7
 

原
子

炉
格

納
容

器

の
加

圧
破

損
を

防

止
す

る
た

め
の

手

順
等
 

・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

の
ス

ク
ラ

バ
容

器
に

つ
い

て
，
地

震
時

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
に

よ
る

評
価

結
果

を
示

し
て

い
る

。
 

（
補

足
-
27

0
-3

補
足

18
 

原
子

炉
格

納
施

設
の

設
計

条
件

に
関

す
る

説
明

書
に

係
る

補
足

説
明

資
料

（
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
つ

い
て

））
 

×
 

同
上

 

－
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25 

第
3
－

3
表

 
設

計
方

針
等

の
変

更
の

必
要

性
の

検
討

結
果

（
１

／
３

）
 

既
許

可
申

請
書

 

(
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
設

計
方

針
等

の
記

載
が

あ
る

場
合

の
み

抜
粋

) 
基

準
地

震
動

等
に

関
す

る
記

載
概

要
 

変
更

 

要
否

 
左

記
判

断
理

由
 

本 文  

五
号

 
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

，
構

造
及

び
設

備
 

 
 

 

五
号

 
イ

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

位
置

 

・
耐

震
重

要
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
含

む
）
に

つ
い

て
，
設

置
許

可
基

準
規

則
で

求
め

ら
れ

て
い

る
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ

に
対

す
る

支
持

性
能

等
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す
る

設
計

方
針

を
記

載
。

 

否
 

※
 

五
号

 
ロ

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

一
般

構
造

 

・
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

耐
震

構
造
（

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
の

ス
ペ

ク
ト

ル
形

状
及

び
時

刻
歴

波
形

含
む

）
の

設
計

方
針

を
記

載
。

 
要

 

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
の

ス
ペ

ク
ト

ル
形

状
及

び
時

刻
歴
波

形
を

記
載

し
て

お
り

，
追

加

し
た

Ｓ
Ｓ
－

３
２

の
反

映
が

必
要

。
 

・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
関

し
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

影
響

を
受

け
な

い
ル

ー
ト

確
保

の
設

計
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

五
号

 
ヌ

 
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設
の

構
造

及
び

設
備

 

・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
目

）
に

つ
い

て
，
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

直
流

電
源

設
備

と
す

る
た

め
，
基

準
地

震
動

等
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て

機
能

を
喪

失
し

な
い

よ
う

に
設

計
す

る
方

針
を

記
載

。
 

・
緊

急
時

対
策

所
や

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
よ

う
に

設
計

す
る

方
針

を
記

載
。

 

否
 

※
 

十
号

 

発
電

用
原

子
炉

の
炉

心
の

著
し

い
損

傷
そ

の
他

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

 
 

 

十
号

 
ハ

 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
（

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

除
く

。
）
又

は
重

大
事

故
 

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
並

び
に

発
生

す
る

と
想

定
さ

れ
る

事
故

の
程

度
及

び
影

響
の

評
価

を
行

う
た

め
に

設
定

し
た

条
件

及
び

そ
の

評
価

の
結

果
 

・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
関

し
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

影
響

を
受

け
な

い
ル

ー
ト

確
保

の
設

計
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

添 付 書 類
 

添
付

書
類

六
 

変
更

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

場
所

に
関

す
る

気
象

、
地

盤
、

水
理

、
地

震
、

社
会

環
境

等
の

状
況

に
関

す
る

説
明

書
 

 
 

 

1
. 

地
盤

 
・

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

対
す

る
基

礎
地

盤
の

安
定

性
評

価
結

果
を

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
周

辺
斜

面
の

安
定

性
評

価
結

果
を

記
載

。
 

要
 

基
礎

地
盤

や
周

辺
斜

面
の

安
定

性
評

価

に
つ

い
て

は
，

追
加

し
た

Ｓ
Ｓ
－

３
２

に

対
し

て
も
評

価
が

必
要

。
 

3
. 

地
震

 
・

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
の

策
定

方
針

及
び

策
定

結
果

に
つ

い
て

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
年

超
過

確
率

を
記

載
。

 
要

 

追
加

し
た

Ｓ
Ｓ
－

３
２

の
策

定
方

針
及

び

策
定

結
果

に
つ

い
て

記
載

が
必

要
。

ま

た
，

年
超

過
確

率
を

示
す

図
に

Ｓ
Ｓ
－

３

２
の

追
加
が

必
要

。
 

添
付

書
類

八
 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

設
計

に
関

す
る

説
明

書
 

 
 

 

1
. 

安
全

設
計

（
原

子
炉

設
置

変
更

許
可

申
請

に
係

る
安

全
設

計
の

方
針

を
除

く
）

 

・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
関

し
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

影
響

を
受

け
な

い
ル

ー
ト

確
保

の
設

計
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

※
 

基
準

地
震

動
等

の
追

加
を

考
慮

し
た

場
合

で
も

「
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
又

は
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
で

設
計

す
る

」
と

い
う

基
本

設
計

方
針

の
変

更
は

な
い

。
 

 

：
本
文
又
は
添
付
書
類
の
項
目
の
み
の
内
容
で
あ
る
た
め
，
確
認
が
不
要
で
あ
る
も
の
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第
3
－

3
表

 
設

計
方

針
等

の
変

更
の

必
要

性
の

検
討

結
果

（
２

／
３

）
 

既
許

可
申

請
書

 

(
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
設

計
方

針
等

の
記

載
が

あ
る

場
合

の
み

抜
粋

) 
基

準
地

震
動

等
に

関
す

る
記

載
概

要
 

変
更

 

要
否

 
左

記
判

断
理

由
 

添 付 書 類
 

添
付

書
類

八
 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

設
計

に
関

す
る

説
明

書
 

 
 

 

1
. 

安
全

設
計

（
原

子
炉

設
置

変
更

許
可

申
請

に
係

る
安

全
設

計
の

方
針

を
除

く
）

 

・
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
構

成
す

る
設

備
の

設
置

に
お

け
る

地
盤

の
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
耐

震
設

計
の

方
針

を
記

載
。

 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
各

施
設

の
耐

震
設

計
の

方
針

を
記

載
。

 

否
 

※
 

・
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
策

定
の

考
え

方
，
ス

ペ
ク

ト
ル

形
状

及
び

時
刻

歴
波

形
を

記
載

。
 

要
 

耐
震

設
計
の

方
針

に
変

更
は

な
い

が
，
Ｓ

Ｓ
－

３
２

追
加

に
伴

い
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
－

３
２

に
つ

い
て

も
ス

ペ
ク

ト
ル

形
状

及
び
時

刻
歴

波
形

の
追

加
が

必
要

。
 

・
耐

津
波

設
計

に
お

い
て

，
遡

上
解

析
時

の
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

伴
う

地
盤

沈
下

の
考

慮
及

び
津

波
監

視
設

備
に

対
す

る
設

計
方

針
を

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
火

災
防

護
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
溢

水
防

護
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

4
. 

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

 
・
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

部
に

位
置

す
る

施
設

が
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
し

て
落

下
し

な
い

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

5
. 

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
主

蒸
気

隔
離

弁
漏

え
い

抑
制

系
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

1
0.

 
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
目

）
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
浸

水
防

護
設

備
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
緊

急
時

対
策

所
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
通

信
連

絡
設

備
の

耐
震

設
計

の
方

針
を

記
載

。
 

否
 

※
 

添
付

書
類

十
 

変
更

後
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
の

整
備

に
関

す
る

説
明

書
 

・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
関

し
て

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

影
響

を
受

け
な

い
ル

ー
ト

確
保

の
設

計
方

針
を

記
載

。
 

・
屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
保

管
場

所
に

つ
い

て
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
耐

震
設

計
の

方
針

を
記

載
。

 

否
 

※
 

追
補

１
 

（
添

付
書

類

十
）

 

「
5.

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

」
の

追
補

 

・
自

主
対

策
設

備
に

対
し

て
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
す

る
耐

震
性

を
有

し
て

い

な
い

が
，

設
備

が
健

全
で

あ
れ

ば
使

用
す

る
旨

を
記

載
。

 
否

 

基
準

地
震

動
等

の
追

加
を

考
慮

し
た

場

合
で

も
左

記
の

設
計

方
針

に
変

更
は

な

い
た

め
不
要

。
 

※
 

基
準

地
震

動
等

の
追

加
を

考
慮

し
た

場
合

で
も

「
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
又

は
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
で

設
計

す
る

」
と

い
う

基
本

設
計

方
針

の
変

更
は

な
い

。
 

 

：
本
文
又
は
添
付
書
類
の
項
目
の
み
の
内
容
で
あ
る
た
め
，
確
認
が
不
要
で
あ
る
も
の
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27 

 

第
3
－

3
表

 
設

計
方

針
等

の
変

更
の

必
要

性
の

検
討

結
果

（
３

／
３

）
 

既
許

可
申

請
書

 

(
基

準
地

震
動

等
に

対
す

る
設

計
方

針
等

の
記

載
が

あ
る

場
合

の
み

抜
粋

) 
基

準
地

震
動

等
に

関
す

る
記

載
概

要
 

変
更

 

要
否

 
左

記
判

断
理

由
 

添 付 書 類
 

追
補

２
 

（
添

付
書

類

十
）

 

「
6.

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
に

係
る

措
置

の
有

効
性

評
価

の
基

本
的

考
え

方
」

の
追

補
 

・
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

ス
ク

ラ
ム

信
号

の
発

信
に

よ
る

プ
ラ

ン
ト

停
止

を
踏

ま
え

て
，
有

効
性

評
価

の
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

等
の

選
定

を
行

っ
て

い

る
旨

を
記

載
。

 

否
 

基
準

地
震

動
等

の
追

加
を

考
慮

し
た

場

合
で

も
左

記
の

設
計

方
針

に
変

更
は

な

い
た
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）
 

※
 

基
準

地
震

動
等

の
追

加
を

考
慮

し
た

場
合

で
も

「
基

準
地

震
動

Ｓ
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又

は
弾
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設
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用
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震

動
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ｄ
に

よ
る

地
震

力
で

設
計

す
る

」
と

い
う

基
本

設
計

方
針

の
変

更
は

な
い

。
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4. まとめ 

既許可申請書及び審査資料から，基準地震動等に対する設計方針や評価結果

の記載を抽出し，ＳＳ－３２の追加に伴い記載内容に変更が生じるか検討した。 

その結果，既許可申請書について，基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価並び

に基準地震動ＳＳの策定結果以外は，基準地震動等に対する設計方針の記載で

あることを確認した。 

また，基準地震動等に対する設計方針を策定するに当たり，既許可申請書の

審査資料において実施している基準地震動等に対する評価については， ＳＳ

－３２を追加してもその評価結果や考察に影響を与えない，若しくは設計及び

工事計画への見通しを示すものであって，既認可の工事計画認可申請書又は補

足説明資料にて改めて評価結果を示している内容であることを確認した。 

追加するＳＳ－３２は，鉛直方向において既許可ＳＳに包絡されており，水

平方向においては，既許可ＳＳを上回っている周期帯があるものの，周期約 1

～2 秒において超過している割合は 25％未満である。基本的に既許可施設の

大部分は，短周期側に固有周期を有しており，一部の長周期側に固有周期を有

する施設についても，耐震評価では，水平・鉛直方向の組合せで評価するため，

ＳＳ－３２については水平方向で既許可ＳＳを超えているものの，鉛直方向に

ついては，十分包絡していること及び第 3－2 表で個別に考察した結果から，

設計及び工事計画への見通しを得ている。このため，既許可申請書におけるこ

れらの評価結果については，震源を特定せず策定する地震動に係る設工認の手

続きの中で評価結果を示す。 

なお，震源を特定せず策定する地震動に係る設工認においては，認可実績の

ある評価手法を採用し，必要に応じて支持構造物の追設等の耐震工事等を実施

することで，設置変更許可申請書の設計方針に基づいた申請を行う。 
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以上の確認結果をもとに，標準応答スペクトルを考慮した評価に基づき策定

したＳＳ－３２を追加した設置変更許可を申請した。 
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添付資料－１ 

添付１－1 

基準津波と組み合わせる地震について 

 

1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」（以下「設置許可基準規則の解釈」という。）等の一部改正に

伴い，標準応答スペクトルに基づき策定した地震動として，基準地震動（以

下「ＳＳ－３２」という。）を追加した。 

本資料では，基準津波と組み合わせる地震について，既許可で設定してい

る余震荷重Ｓｄ－Ｄ１の根拠を整理し，ＳＳ－３２の追加がこの方針に影響

しないことを確認する。 

 

2. 基準津波と組み合わせる地震の考え方 

余震荷重の設定において，基準津波と組み合わせる地震の考え方は，基準

津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある余震と基準津波の波源の活動

に伴い発生する可能性のある誘発地震を整理し，両者の地震動が弾性設計用

地震動Ｓｄ－Ｄ１（以下「Ｓｄ－Ｄ１」という。）を下回っていることを確認

することで，余震荷重をＳｄ－Ｄ１に設定している。（第 2－1 図，第 2－2 図

参照） 

なお，上記の考え方及び詳細な説明については，平成 30 年 10 月 18 日付

原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画認可申請書の「補足－60－1

【津波への配慮に関する説明書】」の「5.1 地震と津波の組合せで考慮する

荷重について」に記載している。 
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添付１－2 

 

第 2－1 図 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある余震と弾性設

計用地震動Ｓｄ－Ｄ１との比較（左：水平動，右：鉛直動） 

 

第 2－2 図 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある誘発地震と弾

性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１との比較（左：水平動，右：鉛直動）
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添付１－3 

3. ＳＳ－３２の追加に伴う影響 

基準津波と組み合わせる地震は，2.に示すとおり，基準津波の波源から

設定しており，ＳＳ－３２を追加しても考え方に変更はない。このため，Ｓ

Ｓ－３２追加に伴う影響はないことを確認した。 
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添付資料－２ 

添付２－1 

標準応答スペクトル考慮に伴う事故シーケンスグループ選定への影響について 

 

1. はじめに 

本資料では，標準応答スペクトル考慮に伴い，既許可の設置変更許可申請

書（以下「既許可申請書」という。）における確率論的リスク評価（以下

「ＰＲＡ」という。）の結果を踏まえた重大事故等対策の有効性評価を行う

ための事故シーケンスグループの選定に対して，影響がないことを確認する。 

 

2. 既許可申請書におけるＰＲＡを用いた事故シーケンスグループの選定に

ついて 

重大事故等対策の有効性評価を行うための事故シーケンスグループ及び重

要事故シーケンス選定の全体プロセスを第 2－1 図に示す。事故シーケンス

グループの選定に当たっては，内部事象レベル１ＰＲＡに加え，内部事象レ

ベル１ＰＲＡでは想定していない複数の安全機能や緩和機能を有する機器が

同時に損傷する事象や，建屋・構築物等の大規模な損傷の発生により直接的

に炉心損傷に至る事故シーケンスを考慮した地震及び津波レベル１ＰＲＡを

用いている。 

内部事象レベル１ＰＲＡ並びに地震及び津波レベル１ＰＲＡの結果から得

られた事故シーケンスについて，喪失した機能及び炉心損傷に至った主要因

の観点から分類し，グループ化を行っている。このうち，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（以下

「解釈」という。）」に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと直接的

に対応しない外部事象特有の事象として， 

・津波浸水による最終ヒートシンク喪失 

・原子炉建屋損傷 
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添付２－2 

・格納容器損傷 

・原子炉圧力容器損傷 

・格納容器バイパス 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失 

（Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ） 

・計装・制御系喪失 

・防潮堤損傷 

の事故シーケンスを抽出している。これらの事故シーケンス全体を１つの外

部事象特有の事故シーケンスグループとし，解釈で必ず想定するとされてい

る事故シーケンスグループと異なる新たな事故シーケンスグループとしての

追加の要否について，頻度及び影響の観点から検討している。 

その結果，津波特有の事象である「津波浸水による最終ヒートシンク喪失」

の事故シーケンスグループについては，炉心損傷頻度が 4.0×10－６／炉年と

有意な値であり，また，本事故シーケンスグループは敷地内への津波浸水に

よるプラントへの影響を評価するものであり，炉心損傷防止のために必要な

対応が他の事故シーケンスと異なることから，新たに追加する事故シーケン

スグループとして抽出している。一方，その他の事故シーケンスグループに

ついては，小規模な事象を含めても全炉心損傷頻度に対する寄与割合が極め

て小さいこと，大規模な事故に至る頻度はさらに小さく，仮に発生したとし

ても影響を緩和する対策を整備していることから，解釈に基づき必ず想定す

るとされている事故シーケンスグループと比較して有意な頻度又は影響をも

たらすものではなく，事故シーケンスグループとして新たに追加する必要は

ないと総合的に判断している。 
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添付２－3 

 

第 2－1 図 事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体

プロセス 

（平成 30 年 9 月 26 日付原規規発第 1809264 号許可に係る添付書類十追補２．Ⅰ Ⅰ事故シーケンスグ

ループの抽出及び重要事故シーケンスの選定について 第 1－1 図 事故シーケンスグループ抽出及び

重要事故シーケンス選定の全体プロセス の再掲） 
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添付２－4 

3. 標準応答スペクトル考慮に伴う地震ＰＲＡ及び事故シーケンスグループ

の選定への影響について 

2.のとおり，事故シーケンスグループの選定における地震事象特有の事

故シナリオは，炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことから，仮に標

準応答スペクトルを考慮しても事故シーケンスグループの選定に影響はない

と考えられる。しかしながら，地震ＰＲＡの各評価ステップに沿って，標準

応答スペクトルを考慮した場合の影響を以下のとおり検討し，地震ＰＲＡ及

び事故シーケンスグループ選定への影響を確認した。 

 

（１）地震ＰＲＡの評価手法 

地震レベル１ＰＲＡの評価フローを第 3－1 図に示す。 

地震レベル１ＰＲＡは，確率論的地震ハザード評価に基づき実施し

ており，確率論的地震ハザードが変更となれば，後段のフラジリティ

評価や事故シーケンス評価にも影響を与えることとなる。既許可申請

書における確率論的地震ハザードに基づくＰＲＡの結果を踏まえた重

大事故等対策の有効性評価を行うための事故シーケンスグループの選

定について，地震ＰＲＡの各評価ステップに沿って，標準応答スペク

トルを考慮した場合の影響について確認する。 
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添付２－5 

 

第 3－1 図 地震レベル１ＰＲＡの評価フロー 

 

（２）標準応答スペクトル考慮に伴う地震レベル１ＰＲＡへの影響 

① 確率論的地震ハザードへの影響 

既許可申請書で実施した確率論的地震ハザード評価は，日本原子

力学会「原子力発電所に対する地震を起因とした確率論的リスク評

価に関する実施基準：2015」に基づき，一つの地震に対して，震

源の位置，地震の規模及び発生頻度を特定して扱うモデルから評価

する方法（特定震源モデルに基づく評価方法）及び個々の地震の震

源を個別に扱わずに，ある拡がりを持った領域の中で発生する地震

群として扱うモデルから評価する方法（領域震源モデルに基づく評

価方法）にて評価を行っている。このうち，領域震源モデルに基づ

く方法では，震源を特定せず策定する地震動に対する評価が含まれ

ており，地震の規模と頻度を事前に特定することができない地震に

対して，最大地震規模Ｍ7.5 に対する評価を実施していることから，

標準応答スペクトル（最大地震規模Ｍ6.9 程度）を踏まえても確率
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添付２－6 

論的地震ハザード評価の変更は不要であり，地震ハザードに影響は

ない。 

 

② フラジリティへの影響 

建屋フラジリティ評価では，現実的耐力と現実的応答による方法

を採用した評価を，機器フラジリティ評価では，耐力係数と応答係

数による方法を採用した評価を行っている。いずれの評価とも，確

率論的地震ハザードから算出する一様ハザードスペクトルを用いて

いる。 

標準応答スペクトルを考慮した場合でも，「① 確率論的地震ハ

ザードへの影響」のとおり影響はないことから，確率論的地震ハザ

ードから算出される一様ハザードスペクトルについても変更はない。

このため，フラジリティ評価に影響はない。 

 

③ 炉心損傷頻度への影響 

炉心損傷頻度は，確率論的地震ハザード評価と建屋・機器フラジ

リティ評価に基づき，事故シーケンス評価によって算出される。

「① 確率論的地震ハザードへの影響」，「② フラジリティへの影

響」より，標準応答スペクトルを考慮した場合でも，確率論的地震

ハザード評価及びフラジリティ評価に影響を与えるものではないこ

とから，すべての事故シーケンスの炉心損傷頻度への影響はない。 

 

（３）標準応答スペクトル考慮に伴う事故シーケンスグループへの影響 

標準応答スペクトルを考慮した場合においても，これまで認識され

ていない地震による建屋，機器の損傷や損傷形態が生じることは考え
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添付２－7 

られない。このため，外部事象特有の事故シーケンスとして抽出され

ている８事象以外の新たな外部事象特有の事故シーケンスは抽出され

ない。また，新たな事故シーケンスグループの追加要否を検討した際

の頻度及び影響の観点について，標準応答スペクトルを考慮すること

による外部事象特有の事故シーケンスとして抽出されている８事象へ

の影響を整理した。 

頻度の観点については，「（２）標準応答スペクトル考慮に伴う地震

レベル１ＰＲＡへの影響」により，標準応答スペクトルを考慮した場

合においても炉心損傷頻度への影響はない。このため，「津波浸水に

よる最終ヒートシンク喪失」を除く全炉心損傷頻度に対する外部事象

特有の事故シーケンスの寄与割合が極めて小さいことに変わりなく，

頻度の観点において，外部事象特有の事故シーケンスグループとして

新たに追加する必要はない。 

影響の観点については，外部事象特有の事象が発生した場合に影響

を緩和する対策を既許可申請書において整備している。このため，仮

に標準応答スペクトルに相当する地震により外部事象特有の事象が発

生したとしても，整備済みの対策で対応可能であり，影響の観点にお

いて，外部事象特有の事故シーケンスグループとして新たに追加する

必要はない。 

 

4. まとめ 

標準応答スペクトルを考慮しても，地震レベル１ＰＲＡに用いる確率論

的地震ハザードの変更は不要であり，後段のフラジリティ評価にも影響な

いため，地震レベル１ＰＲＡに影響はない。このため，新たな事故シーケ

ンスグループの追加についても，追加要否を検討した際の頻度及び影響の
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添付２－8 

観点から，標準応答スペクトルを考慮することによる事故シーケンスグル

ープの追加の必要はない。よって，既許可申請書における事故シーケンス

グループ選定の評価に影響はない。 
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